
令和２年８月定例会議

１ 期　　日 令和２年８月２４日（月）　開会　午後１時３０分

　　　　　　　　　　 　　 閉会　午後２時１５分

２ 場　　所 市役所４階　庁議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

教育委員　伊　藤　博　和

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　　増　田　正　記

教育総務課長　　　　　　　　篠　塚　和　広

学校教育課長　　　　　　　　岡　野　健一郎

生涯学習課長　　　　　　　　髙　岡　洋　一

生涯学習課副参事　　　　　　椎　名　竜　也

香取市学校給食センター所長　小　倉　律　子

教育総務班長　　　　　　　　木　内　智　子

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　熱田　昇　　　委員　伊藤　博和

８ 前回会議録の承認 令和２年７月定例会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　コロナウイルス感染症の影響で遅れておりました叙位叙勲の伝達を７月
末に行わせていただきました。
　７月３０日には社会教育委員会議が行われました。
　８月５日は教育長と語る会がございまして、こちらは市内の教職員の代
表者から色々な要望等をお受けする会でございますけれども、やはりコロ
ナウイルス感染症対策等で今までとは違った形の対応を求められていると
いうことで、先生方も非常に悩んだり疲れ気味であったりとかそういった
話もお聞きしました。教育委員会としてできる限りのことをしていきます
ということをお話しさせていただきました。

　続いて、主だったところでございますが、８月１７日は伊能忠敬記念館
の協議会が行われました。
　本日の午前中でございますが、ＪＡかとりから昨年もいただきました
が、小学校５年生と教師に対して、農業について子供たちに学んでほしい
ということで、農業に関する副読本及びＤＶＤをいただいたところでござ
います。色々な形で活用していただきたいと考えております。
　また、定例会終了後に今年度第一回目となります総合教育会議がござい
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　報告は以上です。

１０ 議決事項

議案第１号 令和２年度香取市一般会計補正予算(教育費関係予算）の提出の申出につい
て

教育長 議案第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の提
出の申出について」、事務局から提案理由説明をお願いします。

教育総務課長 議案第１号について、主な箇所をご説明させていただきます。債務負担
行為補正、山田小学校のスクールバスの運行管理業務委託が今年度末をも
ちまして２年契約が終了いたします。そこで新たに令和３年度から令和７
年度までの５年契約をするための予算措置でございます。５年総額で３億
５４万円、単年で約６千万円となっております。

次に歳入ですが、文化資源活用事業費補助金が６７万７千円で、こちら
は伊能忠敬記念館に設置するロッカーの設置工事費に対する国の補助金で
ございます。

次に歳出で小学校総務管理費７５５万円は学校施設の工事費でございま
して、工事箇所といたしまして、津宮小学校の渡り廊下、東大戸小学校の
校庭の舗装、小見川北小学校の職員室の空調機改修でこれら３カ所の工事
費でございます。小学校学校運営費の１２５万４千円及び中学校学校運営
費の１２９万７千円は修学旅行の中止に伴い発生する手数料でございま
す。以上が主な内容でございます。



教育長 それでは、議案第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 スクールバスの運行管理業務委託について、２年契約から５年契約に
なったのは何か理由があるのですか。

学校教育課長 現在大きな問題なく運行されておりますので、今回の契約は５年間、
しっかり運行業務をしていただきたいということで５年契約となっており
ます。

委員・質疑 通常は５年契約なのですか。

学校教育課長 契約期間はさまざまではありますが、２年というのは他のスクールバス
に比べますと短いものになります。ですが、山田地区の小学校が統合して
初年度は１３台スクールバスが運行しますので、２年契約をしてその２年
間の運行状況を精査しようということで２年の契約期間になっておりま
す。今回の５年契約は特別長い期間ということはなく通常の契約期間でご
ざいます。

委員・意見 何事もないように運行状況を見ていっていただきたいと思います。

教育長 議案第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の提
出の申出について」、採決させていただきたいと思います。ご賛同いただ
ける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の締結の申出
について

教育長 議案第２号「香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備委託契約の締
結の申出について」、事務局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第２号「香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備委託契約の
締結の申出について」、ご説明させていただきます。本案件は香取市市議
会９月定例会議に上程させていただきます議案第１６号業務委託契約の締
結について香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託の説明
となります。香取市では国のＧＩＧＡスクール構想の方針にあわせて令和
２年度中に１人１台端末及び校内ネットワークの整備をすることとし、６
月補正予算に計上させていただいております。



校内ネットワーク整備についての業務委託の締結の案件になります。契
約の方法を随意契約としチバビジネス株式会社北総営業所が１９２，５０
０千円で契約候補者に選定しております。契約候補者選定に至る経緯でご
ざいますけれども、ネットワーク構築等に必要な設計業務、ＬＡＮケーブ
ル工事、通信機器等の導入、設定設置試験等、一括して発注するもので高
度な知識技術や創造性、構想力、ノウハウや応用力が要求される業務であ
り競争入札に適さないため、公正性透明性確保の観点も含め、さる令和２
年７月３１日に公募型プロポーザルを実施いたしました。

香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務の概要でございます
が、市内全２３校の小中学校に整備いたします。内容につきましては、１
人１台端末を前提とした校内ネットワークの再整備及びタブレット端末の
充電保管庫を一体的に整備するものでございます。令和３年３月２５日を
完成期限としておりますが、市内小中学校に整備するため学校との調整に
時間を要するほか全国自治体で発注が重なることから資材調達及び整備遅
延を避けるために早期に発注をしたいために、先議をお願いしたいと考え
ております。ご審議のほどお願いいたします

教育長 それでは、議案第２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

　

委員・質疑 公募型プロポーザルについて簡単に教えてください。

学校教育課長 入札ですと金額だけで選定しますが、プロポーザルというのは業務内容
の説明を受けたうえで選定を行うものであります。

委員・質疑 他の業者も説明を行ったのですか。

学校教育課長 今回は１社のみの応募でしたので、その１社の説明を受けて選定を行い
ました。

委員・質疑 価格への配点割合が大きいように思われますが、他の評価項目について
心配はないのですか。

学校教育課長 選定にあたっては全項目の評価点の合計が基準点以上であることが求め
られます。評価が低かった項目については業者との話し合いの中で対応し
ていきたいと思います。

委員・質疑 審査委員はどなたがなるのですか。

学校教育課長 教育部長ほか関係各課の課長等です。

教育長 議案第２号「香取市学校情報通信ネットワーク環境施設整備委託契約の締
結の申出について」、採決させていただきたいと思います。ご賛同いただ
ける方、挙手をお願いいたします。



委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第２号は原案のとおり可決しました。

議案第３号 教育財産の取得について

教育長 議案第３号「教育財産の取得について」、事務局から提案理由説明をお願
いします。

学校教育課長 議案第３号「財産の取得について」、ご説明させていただきます。香取
市議会９月定例議会にて上程させていただきます議案第１７号「財産の取
得について」、香取市立小中学校教育用端末等購入の説明となります。市
内小中学校児童生徒１人つき１台の端末を整備するため、不足する３，６
８３台の教育用パーソナルコンピュータのタブレット型端末を購入するも
のでございます。取得の方法を指名競争入札とし、チバビジネス株式会社
北総営業所が２億２，９９０万円で落札しております。３月２５日を納入
期限としておりますが、市内全小中学校に整備するため、全国自治体で発
注が重なることから、早期に発注したいため、先議をお願いしたいと考え
ております。ご審議のほどお願いいたします。

教育長 それでは、議案第３号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

　

委員・質疑 ディスプレイが１０．１型だと小さいように思えるが、これはなにか指
定等があってのことなのですか。

学校教育課長 着脱式になっておりまして、ディスプレイの持ち運びができるように、
この大きさになっております。

委員・質疑 これは以前話していた「Ｏｆｆｉｃｅ」が入っているというパソコンで
すか。

学校教育課長 はい、そうです。

教育長 議案第３号「教育財産の取得について」、採決させていただきたいと思い
ます。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第３号は原案のとおり可決しました。

議案第４号 香取市スポーツ推進審議会委員の委嘱について



教育長 議案第４号「香取市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」、事務局か
ら説明をお願いいたします。

生涯学習課
副参事

香取市スポーツ推進審議会委員として次の者を委嘱したいので香取市ス
ポーツ推進審議会条例第４条の規定により教育委員会議の同意を求めるも
のでございます。スポーツ推進審議会は教育委員会の諮問に応じスポーツ
施設及び設備指導者の養成団体の育成事故の防止に関することなど調査審
議し建議するため設置されているものでございます。

審議会の委員数は１５名以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員の
中から現在１０名の方を委嘱しております。任期は２年です。そのうち２
名、学識経験者として香取市スポーツ協会の会長、関係行政機関として香
取市小中学校体育連盟の会長を委嘱しておりましたが、それぞれ会長の交
代に伴いまして後任の香取市スポーツ協会会長・関謙次郎氏、それと香取
市小中学校体育連盟会長・松澤博志氏の２名を前任者の残任期間を新たに
委嘱するものであります。ご審議のほどお願いいたします。

教育長 それでは、議案第４号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 ありません。

教育長 全員賛成と認め、議案第４号は原案のとおり可決しました。

報告第１号 令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の提出の申出につ
いて

教育長 報告第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の提
出の申出について」、事務局から説明をお願いいたします。

教育総務課長 報告第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の
提出の申出について」について、ご説明させていただきます。本件は教育
費関係の今年度補正予算でございます。香取市教育委員会行政組織規則第
６条第１項の規定により教育長において代理いたしましたので教育委員会
議において報告するものでございます。

内容は夏季休業中及び土曜日に授業を実施する関係上、不足する会計年
度任用職員報酬などを計上したものであります。

歳出ですが、語学指導推進事業１０８万４千円ですが、これは外国語指
導講師に対する報酬等でございます。小学校総務管理費８５３万１千円で
すが、これは特別支援教育支援員等会計年度任用職員に対する報酬等でご
ざいます。中学校総務管理費７４万円ですが、学校保健支援員等の会計年
度任用職員に対する報酬等でございます。なおこれらの補正予算はさる８
月３日付で市長において専決処分がされているものでございます。

教育長 只今の説明について、質疑等ございませんか。

委員・質疑 ありません。



報告第２号 専決処分の報告について

教育長 報告第２号「専決処分の報告について」、事務局から説明をお願いいたし
ます。

学校教育課長 報告第２号について、ご説明させていただきます。本案件は香取市議会
９月定例議会において専決処分第１１号として報告させていただくもので
ございます。この事故は令和元年１２月４日に行われた香取市立佐原小学
校の校内マラソン大会での児童に起こった事故でございます。

この事故は競技をスタートし校舎敷地を出てコース上を走っておりまし
た。その際道路わきにある側溝の蓋の穴に躓き転倒してしまいました。転
倒の際、当該児童は手をつかずに顔面から転倒したため歯を一部欠損して
しまったものでございます。この事故の原因について、学校が事前に側溝
上を走ることは危険と判断し全児童に説明をしていたものの理解徹底とい
う点で不十分な指導対応であったとの結論に至りました。

通常、教育活動の事故の補償については独立行政法人日本スポーツ振興
センターの災害共済給付制度からまかないますけれども当該の事故では、
ケガの処置に関する治療については補償されるものの、歯の欠損にともな
う再生治療については対象となりません。学校の指導が十分ではなかった
といったことから再生治療に関しまして１７万６千円を補償したものでご
ざいます。

教育長 只今の説明について、質疑等ございませんか。

委員・質疑 この児童の再生治療は済んでいるのですか。

学校教育課長 再生治療はまだ済んでおりません。歯の定着や成長をみながら再生治療
を行います。

委員・質疑 ということはもう少し治療費がかかるのですか。

学校教育課長 この治療で完了ということで協議は終了しております。

報告第３号 債権放棄の報告について

教育長 報告第３号「債権放棄の報告について」、事務局から説明をお願いいたし
ます。



給食センター
所長

報告第３号「債権放棄の報告について」、ご説明します。本件は私債権
である学校給食費の滞納処分について香取市債権管理条例第７条第1項の規
定により放棄しましたので報告するものです。香取市議会では同条第２項
の規定により９月定例議会において報告いたします。今回、不納欠損とし
た債権については、滞納発生後から督促、催告、臨戸訪問等を徹底してま
いりましたが、債務者の生活困窮や時効期間の満了等により今後の徴収が
見込めないことから香取市債権管理条例第７条第１項の規定により債権放
棄し不納欠損としたものです。

内訳といたしまして、債権管理条例第７条第１項第１号の時効満了によ
るものが１１人、１４６万８，７０２円、同条第２号の所在不明によるも
のが３人、２，５４１円、同条第４号の破産法の適用により債務免責によ
るものが３人、６８万８，７３６円、同条第５号の生活困窮によるものが
６人、２９万２，７９０円、合計２３人、２４５万２，７６９円でござい
ます。

教育長 只今の説明について、質疑等ございませんか。

委員・質疑 人数と件数の数え方はどのようになっていますか。

給食センター
所長

表中の件数は月数となり、人数は保護者の数になります。

委員・質疑 時効は何年ですか。

給食センター
所長

学校給食費の場合は時効期間は２年でございますけれども、２年が過ぎ
たからといって債権は自動的に消滅するものではございません。

委員・質疑 ２４５万２，７６９円の滞納ということですが、それはきちんと支払っ
ている児童に影響するのですか。

給食センター
所長

香取市の場合は給食関係の予算が一般会計のなかで計上されております
ので、きちんと支払ってくださっているお子様の給食提供に関する食材費
が圧迫されることはありません。

教育長 給食費の徴収は大きな課題でございますが、香取市は全体としては比較
的徴収率が高い方であるかと思います。今後も努力していかなければなら
ないと思います。

給食センター
所長

一点補足させていただきます。第１号該当の時効満了の方については、
単に時効が満了したわけではなく、生活困窮というのが最大の観点となっ
ておりまして、市税の執行停止になっている方でございます。実際に在校
生の中で該当している方はいらっしゃいません。

教育長 今後も徴収率向上については一丸となって努めていただきたいと思いま
す。



委員・質疑 給食費の納入について学校教員から何か働きかけをしたりするのですか。

給食センター
所長

現在学校給食費の納入に関するお願いは給食センターの職員と難しい案
件については債権管理課の職員とで連携を取りながら進めております。

教育長 以前は学校の先生方が直接徴収していたので、それが非常に負担になっ
ていたかと思います。現在は振り込みになっていますので、先生方には直
接的にはご負担をかけないようになっていると思います。

教育長 以上をもちまして議事を終了いたします。

１１ その他 　　

教育長 その他、委員の皆様から何かございますか。

委員・質疑 ありません。

教育長 事務局から何かありますか。

学校教育課長 令和２年度中学生議会の実施について

教育総務課長 総合教育会議の開催について
令和２年度９月学校等訪問・移動教育委員会議について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会８月定例会を閉会いたします。


